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サテライト型特別養護老人ホームエール境川 重要事項説明書 

 

                       令和 ８年 ６月２５日現在 

 

サテライト型特別養護老人ホームエール境川が、入居する皆様一人ひとりへ

地域密着型介護老人福祉施設サービスを提供するにあたり、契約を締結する前

に知っておいていただきたい施設の概要や提供サービスの内容、また契約上ご

注意いただきたいことを以下に説明します。ご不明な点は、遠慮なくご質問くだ

さい。 

 

１．事業者の概要について 

法人名 社会福祉法人光珠福祉会 

法人所在地 山梨県笛吹市御坂町上黒駒２９６４ 

代表者名 理事長 荻野 健 

設立年月日 昭和５０年 ３月３１日 

電話番号 ０５５‐２６４‐４１１１ 

ＦＡＸ番号 ０５５‐２６４‐４１１２ 

ホームページ http://www.kojyu.or.jp 

メールアドレス info@kojyu.or.jp 

 

２．ご利用施設について 

施設名称 サテライト型特別養護老人ホームエール境川 

施設所在地 山梨県笛吹市境川町石橋１９８８‐１ 

管理者名 管理者 荻野 健 

開設年月日 平成３０年 ３月２９日 

電話番号 ０５５‐２２０‐５１１１ 

ＦＡＸ番号 ０５５‐２２０‐５１１２ 

メールアドレス st-yell@kojyu.or.jp 

事業の種類・利用定員 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・２９名 

施設の形態 サテライト型居住施設 

介護保険事業所番号 
１９９１８００１５０ 

指定日 平成３０年 ３月２９日 
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本体施設 

地域密着型特別養護老人ホームエールエール二之宮 

［住 所］山梨県笛吹市御坂町二之宮１９６６‐１ 

［電 話］０５５‐２６１‐８７１１ 

［ＦＡＸ］０５５‐２６１‐８７１２ 

［メールアドレス］yell@kojyu.or.jp 

 

３．事業の目的及び運営方針について 

事業の目的 

①サテライト型特別養護老人ホームエール境川は、介護保険法、老人福祉法及び関係法

令に基づき入居する皆様一人ひとりの意志及び人格を尊重し、少数の居室及びそれら

の居室に近接して設ける共同生活室（以下「ユニット」という。）ごとにおいて地域密

着型施設サービス計画に基づき、入居者の居宅における生活への復帰を念頭におき、

入居前の居宅での生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユ

ニットで入居者一人ひとりが相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むこと

ができるよう支援することを目指します。 

②サテライト型特別養護老人ホームエール境川は、地域や家庭との結びつきを重視した

運営を行い、笛吹市、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業

者、ほかの介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と

の密接な連携に務めます。 

③サテライト型特別養護老人ホームエール境川は、入居者の人権の擁護、虐待の防止等

のため、必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し、研修を実施する等の措置を

講じます。 

④サテライト型特別養護老人ホームエール境川は、指定地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護を提供するにあたっては、介護保険法第１１８条の２第１項に規定する

介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めます。 

⑤サテライト型特別養護老人ホームエール境川は、前４項のほか、「笛吹市指定地域密

着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成２４年笛

吹市条例第２３号)に定める内容を遵守し、事業を実施します。 

運営方針 

 サテライト型特別養護老人ホームエール境川の行う施設サービスが、入居する皆様一

人ひとりにとって「明日へ、未来へつながるエールになる」ように、 

①入居する皆様一人ひとりの人格を尊重し、人間性豊かな介護に心がけます。 

②家庭的な楽しい団欒のある生活づくりを目指します。 

③地域に根ざし、地域に愛され、信頼される施設を目指します。 

④質の高い介護と施設健全運営の両立を目指します。 
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４．サテライト型特別養護老人ホームエール境川の概要について 

敷地及び建物 

敷地 ２，０１７．１２㎡ 

建物 

構造 木造２階建て準耐火建築物 

建築面積 １，１０４．２８㎡ 

延床面積 
１，０６９．２２㎡ 

１階 １，０２６．７６㎡、２階 ４２．４６㎡ 

ユニット構成 １階 

ユニットＡ「萌黄」（定員 ９名） ２２５．３０㎡ 

ユニットＢ「瑠璃」（定員１０名） ２５２．００㎡ 

ユニットＣ「緋色」（定員１０名） ２５７．１５㎡ 

ユニット型特養スペースの概要 

居室 個室２９室 
ユニットＡ、ユニットＢ、ユニットＣの各居室面積は 

１０．８３㎡ ～ １１．１３㎡ のいずれかになります。 

共同生活室 ３ユニット 

ユニットＡ ８７．１５㎡ 

ユニットＢ １０２．２３㎡ 

ユニットＣ １０８．６２㎡ 

浴室 ４室 
機械浴室 １室 

昇降式寝位型浴槽 １基 
２１．９５㎡ 

昇降式個別浴漕  １基 

個別浴室 ３室 ユニットバス型個浴漕 ５．３３㎡ 

トイレ １２カ所 

ユニットＡ ３．１５㎡×３カ所、５．０５㎡ 

ユニットＢ ３．１５㎡×３カ所、４．２０㎡ 

ユニットＣ ３．１５㎡×３カ所、４．４１㎡ 

 

５．施設の職員体制について 

職種 員数 区分 
常勤換算 

後の員数 
指定基準 保有資格 

管理者 1 名 常勤兼務 0.3 注 1） 社会福祉主事等 

医師 1 名 非常勤兼務 必要数 注 1） 医師免許 

生活相談員 1 名以上 常勤専従他 1.0 以上 注 1） 社会福祉主事等 

介護支援専門員 1 名以上 常勤専従他 1.0 以上 注 1） 介護支援専門員 

介護職員 11 名以上 常勤専従他 11.0 以上 11.0 以上 介護福祉士等 

看護職員 1 名以上 常勤専従他 1.0 以上 1.0 以上 看護師等 

機能訓練指導員 1 名以上 常勤兼務 0.1 注 1） 看護職員が兼務 

栄養士又は管理栄養士 1 名以上 常勤兼務 0.2 注 1） 管理栄養士等 
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・注 1） 介護保険法により、サテライト型居住施設は、本体施設の当該職等によるサービス提供

が本体施設とサテライト型居住施設の入居者に適切に行われていると認められる場合、

サテライト型居住施設の当該職の兼務又は置かないことができる旨、定められています。 

※常勤換算 職員それぞれの週あたりの延べ勤務時間総数を当施設の常勤職員の所定勤務時間数

（例：４０時間／週）で除した数です。（例）週８時間勤務の非常勤介護職員が５名

いる場合、常勤換算で「１」（８時間×５名÷４０時間＝１）となります。 

 

６．職員の勤務体制について 

※土日祝日、暦上の連休、盆・年末年始や、業務上等の関連で上記と異なる職員配置となる場合

調理員 業務委託（本体施設から運搬） ― 調理師等 

事務員 1 名以上 常勤兼務 必要数 必要数  

職種 勤務体制 

管理者 
日勤（ ８：３０～１７：３０） 

※本体施設施設長が常勤で勤務します。 

医師 

[定期診察] 第２及び第４金曜日 １４：２０～１４：５０ 

※本体施設嘱託医が非常勤で勤務します。 

※必要に応じた２４時間の連絡体制を有します。 

生活相談員 

常勤で介護職を兼務 

※早番・日勤・遅番・夜勤の各勤務時間において、必要に応じて相談

員業務を行います。 

介護支援専門員 

常勤で介護職を兼務 

※早番・日勤・遅番・夜勤の各勤務時間において、必要に応じて介護

支援専門員業務を行います。 

介護職員 

早番（ ７：００～１６：００） 

日勤（ ８：３０～１７：３０） 

遅番（１２：００～２１：００） 

夜勤（２１：００～ ７：００） 

※職員体制は、入居者３名あたり職員１名の割合となります。 

看護職員 
日勤（ ８：３０～１７：３０） 常勤で勤務 

※夜間については、交代で連絡を取れる体制で、緊急時に備えます。 

機能訓練指導員 看護職員が兼務します。 

栄養士又は管理栄

養士 

日勤（ ８：３０～１７：３０） 

※本体施設栄養士等が常勤で勤務します。 

調理員 
業務委託 

※本体施設調理室から運搬し、提供します。 

事務員 日勤（ ８：３０～１７：３０） 常勤で勤務 
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があります。 

 

７．施設サービスの内容について（介護保険給付サービス） 

サービスの種類 サービスの内容 

食事 

◎栄養士が立てた献立により、栄養と入居者の身体の状況及び嗜好

を考慮した食事を提供します。 

◎食事は、自立支援のためできる限り離床して共同生活室で食べて

いただくことを原則としています。 

（食事時間） 

 朝食 ７：３０～ ９：３０、昼食１１：３０～１３：３０、夕

食１７：３０～１９：３０の間にて、その日の状態に合わせて食

事時間を選択できます。 

 ※上記の食事のほか、おやつ・湯茶を提供します。 

入浴・清拭 

◎入居者が身体の清潔を保持し、精神的に快適な生活を営むことが

できるよう、週２回以上の入浴又は清拭を行います。 

◎寝たきり等で座位のとれない方は、機械浴での入浴も可能です。 

排泄 
◎入居者の状況に応じて適切な排泄介助を行うとともに、排泄の自

立についても適切な援助を行います。 

着替え・整容など 

◎寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。 

◎入居者それぞれの生活のリズムを考慮し、適切な着替え、整容が

行われるよう援助します。 

栄 養 管 理 

◎入居者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営

むことができるよう、各入居者の状態に応じた栄養管理を計画的に

行います 

口 腔 衛 生 

◎入居者の口腔の健康の維持を図り、自立した日常生活を営むこと

ができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入居者の状態に応

じた口腔衛生の管理を計画的に行います。 

シーツ交換 ◎シーツ交換は、週１回行い、汚れている場合は随時交換します。 

機能訓練 
◎入居者の心身の状況に適した機能訓練を行い、生活機能の維持、

改善に務めます。 

レクリエーション ◎施設内及び野外でのレクリエーションを適宜行います。 

相談及び援助 ◎入居者及びその家族からのご相談に応じます。 
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８．利用料金について 

①入居者が介護保険給付サービスを利用するにあたってご負担いただく料金は、原則と

して厚生労働大臣が定める告示上の基準額とし、別紙「サテライト型特別養護老人ホ

ームエール境川 利用料金表」（以下「料金表」という。）のとおりです。 

※入居者が要介護認定を受けていないなどの理由により法定代理受領サービスを利

用できない場合は、厚生労働大臣が定める基準額の全額をお支払いいただくことに

なります。利用料のお支払い後にサービス提供証明書と領収書を発行します。なお、

サービス提供証明書と領収書は、後に利用料の償還払いを受けるときに必要になり

ます。 

②介護保険給付サービス以外に係るその他の費用の内訳については、別紙料金表のとお

りです。 

◎居住に要する費用 

施設及び設備を利用し生活されるにあたり、居住費をご負担していただきます。

ただし、笛吹市から介護保険負担限度額認定証の発行を受けている方については、

その認定証に記載された自己負担額となります。 

◎食事の提供に要する費用 

入居者に提供する食事の材料及び調理に係る費用として実費相当額をご負担して

いただきます。ただし、笛吹市から介護保険負担限度額認定証の発行を受けてい

る方については、その認定証に記載された自己負担額となります。 

③介護保険法その他関係法令の改正などにより料金を変更する場合は、事前にご説明

し、ご承諾いただきます。 

 

９．利用料金のお支払方法について 

毎月１０日までに「８．利用料金」に記載の利用料金を基に算定した前月分利用料など

を利用料明細の入った請求書により請求いたしますので、毎月末日までに下記の方法にて

お支払いください。お支払いいただいた後に領収書を発行いたします。 

健康管理 

◎嘱託医師により、月２回診察日を設けて健康管理に務めます。ま

た、必要な場合には嘱託医師による往診、あるいは協力医療機関

等を受診します。 

◎入居者がその他の医療機関の受診を希望する場合は、その介添え

にできる限り配慮します。 

（当施設の嘱託医師） 

 医療法人徹也会 篠原医院医師 診療科：内科 

 診察日：第２及び第４金曜日 １４：２０～１４：５０ 

 ※都合により、診察日・時間が変更になる場合があります。 



7 
 

※１ヵ月に満たない期間の施設サービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算

した金額とします。 

 

[お支払方法] 

①指定金融機関口座（山梨中央銀行）からの自動引き落とし（手数料が必要です） 

※ご希望により、手続きを代行します。 

 

②下記指定口座への振込み（手数料が必要です） 

金融機関名：山梨中央銀行 御坂支店（店番）３０６ 

口座番号：普通預金 口座番号 ３７５７３７ 

口座名義：福
フク

）
）

光
コウ

珠
ジュ

福祉会
フクシカイ

 理事
リ ジ

 荻野
オギノ

 健
ツヨシ

 

 

※入居契約時に①～②のいずれかの方法をお選びください。 

 

１０．サービス提供の手順について 

①新規入居対象者：原則として要介護３以上の方で、笛吹市内に住民登録が１年以上あ

り、居住実態のある方 

 

②入居までの流れ 

入居の申込み 

・まずは電話で生活相談員にお問い合わせください。 

・入居申込み、ご相談日についての日時を伺います。 

・施設にお越しいただき申込書に必要事項を記入していただきます。 

※申込書等はホームページからダウンロードもできます。 

・現在のご本人の身体精神状況及び介護状況について生活相談員が伺います。 

※ご持参いただくもの 

(1) 介護保険被保険者証の写し 

(2) 介護保険限度額認定証の写し 

(3) 直近３ヶ月のサービス利用票の写し 

(4) 印鑑 

入居検討委員会 

・入居検討会議において申込者の待機順番を検討します。 

・入居に関しては、申込順ではなく必要性の高い方から入居いただくことになって

います。 

待機 
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・ご本人、ご家族の状況に変化があった場合はご連絡ください。 

空室 

・電話にて入居の意思を確認させていただきます。 

状況確認 

・今現在の身体精神状況や生活環境の確認のため施設職員がご本人と面接させてい

ただきます。 

※申込以降、状況に著しい変化がある場合、再判定となる可能性があります。 

施設内入居判定 

・面接時の様子をもとに入居について検討します。 

・この際（原則、判定検討の 3か月以内）、身体精神状況の確認のため、かかりつ

け医等で健康診断証明書を取得していただきます。 

※証明書は施設所定の様式をご使用ください。取得に係る費用は、ご本人負担

となります。 

 

判定結果報告 

 

入居オリエンテーション 

・ご家族にお越しいただき、重要事項説明書・契約書及び施設の運営方針、事務手

続きなどのご説明をいたします。 

・入居日時の決定 

入居 

・契約、入居手続きを行います。 

 

１１．相談窓口について 

サテライト型特別養護老人ホームエール境川における苦情やご相談は、以下の相談窓口

で受け付けます。 

[相談窓口] 

受付担当者 ご利用方法 受付時間 

生活相談員 

河 西 真 記 

電 話 ０５５‐２２０‐５１１１ 

ＦＡＸ ０５５‐２２０‐５１１２ 

メール st-yell@kojyu.or.jp 

面 接 相談室 

意見箱 受付窓口横に設置 

電話・面接 

平日８：３０～１７：３０ 

※ＦＡＸ・メール・意見箱は 

２４時間受け付けます。 

解決責任者 

管理者 

荻 野 健 

 

[苦情処理体制及び手順] 

①受付担当者は、入居者などからの苦情を随時受け付けます。その際、内容・第三者委
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員会への報告の要否・第三者委員の話し合いへの立会の要否などを台帳に記録し、申

出人に確認します。 

②受付担当者は、受理した苦情を解決責任者と第三者委員に報告します。 

③解決責任者は、申出人と誠意をもって話し合い解決に努めます。その際、申出人は必

要に応じて第三者委員の助言や立会いを求めることができます。 

④解決責任者は、解決結果や改善状況を定期的に第三者委員に報告し、個人情報に関す

るものを除き事業報告書などに公表するとともに、職員研修などを行い再発防止に努

めます。 

 

[当施設の第三者委員] 

中 原  明 美 氏 社会福祉士 電話 ０５５‐２３７‐６３６５ 

松 土   清  氏 大学教授 電話 ０５５‐２６３‐７５９６ 

 

[行政機関その他の苦情受付機関] 

笛吹市役所 介護保険課 

笛吹市石和町市部８００ 

電 話 ０５５‐２６１‐１９０３ 

ＦＡＸ ０５５‐２６２‐１３１８ 

山梨県国民健康保険団体連合会 

甲府市蓬沢１‐１５‐３５ 

相談窓口専用電話 ０５５‐２３３‐９２０１ 

【開設日時】毎週水曜日 ９：００～１６：００ 

 

１２．秘密の保持について 

サテライト型特別養護老人ホームエール境川は、入居者に対して施設サービスを提供す

るうえで知り得た情報は、入居者との契約期間中はもとより、契約終了後においても、決

して第三者に漏らすことはありません。また、入居者やそのご家族に関する個人情報が含

まれる記録物に関しては、管理者（施設長）の管理のもと保管し、処分する際にも漏洩の

防止に努めます。 

ただし、入居者のための地域密着型施設サービス計画に沿って、円滑にサービスを提供

するために実施されるサービス担当者会議や医療機関、その他サービス事業者との連携や

調整などにおいて必要な場合にのみ最小限度で使用します。（同意がいただけない場合、

それらのサービス調整ができず、一体的なサービス提供ができないなど入居者にとって不

都合が生じる場合があります。） 

個人情報の使用にあたっては、同意書を作成し、記名・押印していただいた後、使用す

るものとします。 

◎当施設では、上記のとおり入居者及びご家族の個人情報については適切に保護・管理

することに努めますが、下記の事項に関して、ご承諾をお願いします。 
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①入居案内（電話での入居問い合わせも含む） 

②居室前の表札としての名札の掲示 

※不都合のある方はお申し出ください。 

 

１３．協力医療機関について 

協力医療機関 

笛吹中央病院 
笛吹市石和町四日市場４７‐１ 

電話 ０５５‐２６２‐２１８５ 

境川診療所 
笛吹市境川町石橋２２０７‐１ 

電話 ０５５‐２６６‐２０１２ 

篠原医院 
笛吹市御坂町栗合１６８ 

電話 ０５５‐２６２‐３００６ 

協力歯科医療機関 

篠原歯科医院 
笛吹市御坂町栗合１２４‐６ 

電話 ０５５‐２６２‐３０５９ 

境川歯科診療所 
笛吹市境川町石橋２２０７‐１ 

電話 ０５５‐２６６‐２５３３ 

 

１４．非常災害時の対策について 

非常時の対応 
別に定める「消防計画」及び「非常災害防災計画」に基づき対応を行い

ます。 

避難訓練及び 

防災設備 

別に定める「消防計画」及び「非常災害防災計画」に基づき年２回夜間

及び昼間を想定した避難訓練を地域住民との共同連携に努めながら実

施します。 

(主要防火設備) 

○スプリンクラー及び防火扉 

○直通階段（屋内・屋外）及び非常用出入り口・非常口誘導灯 

○消火栓及び消火器 

○火災報知機及びガス漏れ警報器 

○壁紙・カーテン・布団などは不燃性・防炎性のものを使用します。 

消防計画など 
笛吹市消防本部への届け出年月日：令和 ７年 ７月 １日 

防火管理者：河 西 真 記 

 

１５．サービス利用上の注意事項について 

サテライト型特別養護老人ホームエール境川には、他にも多くの入居者がいらっしゃい

ます。他の方の迷惑にならないよう、以下の事項にご留意ください。（再三にわたる注意
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にご対応いただけない場合は、退居していただくこともあります。） 

外出・外泊 
外出・外泊の際には、必ず行き先と帰宅時間を開始日の前日までに

職員にお申し出いただくとともに、所定の用紙にご記入ください。 

面会 
面会時間は、原則として８：３０から１９：００です。面会者は、

所定の用紙に必要事項をご記入ください。 

医療機関への受診 

傷病等の程度により入居者が外部の医療機関に通院する場合、原則

としてご家族などでのご対応をお願いします。ただし、ご家族での

対応が困難な場合は、その旨をご相談いただいたうえ、職員による

介添えができるよう配慮します。 

喫煙 決められた場所以外での喫煙はご遠慮ください。 

飲酒 
飲酒は可能ですが、他の入居者の迷惑にならない程度でお願いしま

す。 

居室・設備・器具 

の利用 

施設内の居室や設備、器具は、本来の用法に従ってご利用ください。

これに反したご利用により破損などが生じた場合、賠償していただ

く場合があります。 

迷惑行為など 

騒音、暴力、けんかなど他の入居者の迷惑になる行為はご遠慮くだ

さい。また、むやみに他の入居者の居室などに立ち入らないように

してください。 

宗教・政治活動 施設内で他の入居者に対する宗教活動・政治活動はご遠慮ください。 

所持品の管理 

現金・預金・印鑑などは当施設でお預かりし、管理することができ

ます。なお、入居者が自分で管理している所持金品の紛失・盗難な

どは、当施設では一切責任を負いません。 

動物飼育 施設内へのペットなど動物の持ち込み及び飼育はできません。 

 

１６．事故発生時・事故防止及び再発防止の対応について 

①サテライト型特別養護老人ホームエール境川は、入居者に対する施設サービ

スの提供による事故の発生又はその再発を防止するために次の措置を講じます。 

（１）事故が発生した場合の対応や事故に関する報告の方法等が記載された

「事故発生の防止のための指針」を整備します。 

（２）事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、

その事実が報告され、その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を

整備します。 

（３）事故発生の防止のための委員会（テレビ電話装置等を活用して行う場合

もあります）及び職員に対する研修を定期的に行います。 

（４）以上の措置を適切に実施するために担当者を選任します。 

②サテライト型特別養護老人ホームエール境川は、入居者に対する施設サービ



12 
 

スの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入居者の家族等に連

絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

③サテライト型特別養護老人ホームエール境川は、入居者に対する施設サービ

スの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行い

ます。但し、施設及び職員の責に帰すべからざる事由による場合はこの限りで

はありません。 

④サテライト型特別養護老人ホームエール境川は、事故の状況及び講じた措置

について記録し、発生の事実及びその分析を行い、改善策を職員に周知徹底し

再発の防止に努めます。 

 

１７．虐待防止に関する事項について 

①サテライト型特別養護老人ホームエール境川は、入居者の人権の擁護、虐待の

発生又はその再発を防止するために、次の措置を講じます。 

（１）虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して

行う場合もあります）を定期的に開催するとともに、その結果について職員

に周知徹底を図ります。 

（２）「虐待防止のための指針」を整備します。 

（３）虐待を防止するために定期的に研修を実施します。 

（４）以上の措置を適切に実施するための担当者を選任します。 

②サテライト型特別養護老人ホームエール境川は、サービス提供中に、当該施設

職員又は養護者（入居者の家族等高齢者を現に養護する者）による虐待を受け

たと思われる入居者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。 

 

１８．身体拘束について 

①サテライト型特別養護老人ホームエール境川は、入居者に対する身体的拘束

その他行動を制限する行為を行いません。ただし、当該入居者又は他の入居者

等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合には、身体拘束の内

容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間等を記載した説明書、経過観察記

録、検討記録等記録の整備や適正な手続きにより身体等の拘束を行う場合が

あります。 

②サテライト型特別養護老人ホームエール境川は、身体的拘束等の適正化を図

るため、次に掲げる措置を講じます。 

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置

等を活用して行う場合があります）を３月に１回以上開催するとともに、そ

の結果について、介護職員及びその他の職員に周知徹底を図ります。 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備します。 
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（３）介護職員及びその他の職員に対し、身体的拘束等の適正化のための研修

を定期的に実施します。 

 

１９．業務継続計画の策定について 

①サテライト型特別養護老人ホームエール境川は、感染症や非常災害の発生時

において、入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図

るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画

に従い必要な措置を講じます。 

②サテライト型特別養護老人ホームエール境川は、職員に対し、業務継続計画に

ついて周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。 

③サテライト型特別養護老人ホームエール境川は、定期的に業務継続計画の見

直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

２０．衛生管理等について 

①サテライト型特別養護老人ホームエール境川は、入居者の使用する食器その

他の設備等について、衛生的な管理に務めるなど衛生上必要な措置を講ずる

とともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行います。 

②サテライト型特別養護老人ホームエール境川は、感染症又は食中毒が発生又

はまん延しないように次のような措置を講じます。 

（１）施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を

検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行う場合があります)をおおむ

ね３月に１回以上開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図

ります。 

（２）施設における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備します。 

（３）施設において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止

のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に

実施します。 

（４）以上のほか、厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際

の対処等に関する手順に沿った対応を行います。 

 

２１．資質向上のための研修等について 

サテライト型特別養護老人ホームエール境川は、全ての職員（看護師、准看護

師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第８条第２項に規定する政令で定

める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護

に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じます。 
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２２．緊急時の対応について 

入居者に容態の急変などがあった場合は、医師に連絡するほか速やかに必要な対応をと

ります。また、緊急連絡先の順番に従って、ご家族などへ連絡をします。 

ご希望の医療機関 

病院名  

所在地  

連絡先  

緊急連絡先① 

氏 名（続柄）                 （     ） 

住 所  

連絡先  

緊急連絡先② 

氏 名（続柄）                 （     ） 

住 所  

連絡先  

緊急連絡先③ 

氏 名（続柄）                 （     ） 

住 所  

連絡先  

※入居者の病状の急変が生じた場合や、その他緊急の事態が生じた場合のため、

あらかじめ、嘱託医及び協力医療機関の協力を得て、嘱託医及び協力医療機関

との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておきます。また、こ

れについては、嘱託医及び協力医療機関の協力を得て、１年に１回以上、緊急

時等における対応方法の見直しを行い、必要に応じて緊急時等における対応

方法の変更を行います。 

 

２３．提供するサービスの第三者評価の実施状況について 

実施の有無 無 

実施した直近の年月日  

実施した評価機関の名称  

評価結果の開示状況  
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当施設は、当該事業に関する運営規程及び契約書、本書面に基づいて、地域密着型介護

老人福祉施設のサービス内容ならびに重要事項を説明しました。 

 

令和  年  月  日 

 

事業者        住所   笛吹市境川町石橋１９８８‐１ 

            事業者名 社会福祉法人光珠福祉会 

            施設名  サテライト型特別養護老人ホームエール境川 

            事業所番号 １９９１８００１５０ 

            代表者名 理 事 長   荻 野  健  印 

 

説明者        職名    

            氏名                   印 

 

 

 

私は、当該事業に関する運営規程及び契約書、本書面に基づいて、地域密着型介護老人

福祉施設のサービス内容ならびに重要事項の説明を受け同意します。 

 

令和  年  月  日 

 

入居者        住所 

            氏名                   印 

 

署名代行者      私は、本人の意思を確認し署名代行いたしました。 

            入居者との続柄 

            事由 

            住所 

            氏名                   印 

 

身元引受人(ご家族等) 入居者との続柄 

            住所 

            氏名                   印 


